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１ 現況調査の目的 

都立家政駅周辺地区のまちづくりを検討するにあ

たり、防災や交通環境の改善等に寄与する補助第

２２７号線（妙正寺川～新青梅街道区間）の詳細

な位置を把握するため、道路や沿道の土地の形状、

建物の位置を調査することを目的とする 



２ 西武新宿線沿線のまちづくり 

補助第２２７号線 



都立家政駅周辺の地域 

まちづくり検討会の様子 



3 都立家政駅周辺のまちづくり 

都立家政駅周辺のまちの課題 

中野区の上位計画 



 燃えやすい建物が多い 
燃えやすい建物 
６５．５％ 

都立家政駅周辺のまちの課題 

若宮三丁目 

鷺宮三丁目 

若宮一丁目 

若宮二丁目 

鷺宮二丁目 

燃えやすい建物 
７４．１％ 

鷺宮一丁目 

燃えやすい建物 
７２．７％ 

出典：「平成２３年土地利用現況調査」結果 

建物構造 



 
不燃領域率の低い地域が多い  

都立家政駅周辺のまちの課題 

不燃領域率： 

建築物の不燃化、道路や空き地

の状況から算出する市街地の燃

えにくさを表す指標 

若宮三丁目 

鷺宮一丁目 

鷺宮三丁目 

若宮一丁目 

若宮二丁目 

鷺宮二丁目 

出典：「平成２３年土地利用現況調査」より作成 

不燃領域率 



狭い道路が多い 

地域の道路ネットワークの形成不足 

都立家政駅周辺のまちの課題 



都市計画マスタープラン 

P28:基本的なまちの構造 

補助幹線道路軸 
中野区の南北方向の格子状骨格道路ネットワーク
の形成 

中野区の上位計画 

補助第227号線 



都市計画マスタープラン 

一般延焼遮断帯 

P58:安全・安心の都市づくりの基本方針図 

道路とその沿道の不燃建築物により、火災時の
延焼拡大を遮断する不燃空間を創出 

中野区の上位計画 

補助第227号線 



都市計画マスタープラン 

P47:活力を生み出す都市づくりの基本方針図 

補助幹線道路沿道地区 
まちの拠点と連携し活力をもたらし、都市機能の集積、 
土地の高度利用をすすめる 

中野区の上位計画 

補助第227号線 



東京における都市計画道路の整備方針 
（第四次事業化計画） 

補助第227号線 

優先整備路線 

（新青梅街道） 

出典：「東京における都市計画道路の整備方針」 



 4 補助第２２７号線の概要 



補助第２２７号線の概要 

名称 
東京都市計画道路幹線街路 
補助線街路第２２７号線 

位置 
（起点～終点） 

杉並区高円寺南二丁目～ 
練馬区中村北一丁目 

都市計画決定 
昭和４１年７月３０日 
（建設省告示第２４２８号） 

延長 
（全体）約４５００ｍ 
（中野区）約１９２０ｍ 

杉並区 

練馬区 

約７１０ｍ 

約９６０ｍ 

調査範囲 
（妙正寺川～新青梅街道区間） 

約２５０ｍ 



5 補助第２２７号線による 
まちの課題への効果 



 延焼遮断帯 

不燃化建物 

約30m 約30m 

延焼遮断帯として寄与 
 

約30m 

補助第２２７号線による 
まちの課題への効果 

出典：「都市防災総合推進事業」（国土交通省HP）  



消防活動困難区域の解消 
 

補助第２２７号線による 
まちの課題への効果 

出典：「震災に強いまちづくり、地区まちづくりの手引き」 



補助第２２７号線による 
まちの課題への効果 

交通環境の改善 
 

歩道 歩道 車道 

地下埋設物（下水道、水道、電力、通信ケーブル等） 



6 現況調査の概要 



現況調査の範囲 



作業内容 

基準点の設置 
 調査に必要となる基準点を道路上に設置  

 

高さの調査 
現地の標高を正確に測る  

 

建物や道路の位置の把握 
沿道の建物や工作物などを地図化し、  

道路の勾配等の調査を行う  



 ●調査作業は基本的に道路上で行います  
 ●敷地内に立ち入りをお願いする場合があります 

 

1ヶ所の作業時間   10分～６０分 

作業内容 



2名～3名体制 

身分証明書 

腕章 

連絡先（調査作業について） 

双葉航測株式会社 

：03－5937－5005 電話 

担当 ：新井・斉藤・佐々木 

   
    身 分 証 明 書 
 

氏  名 ●●  ●● 
勤務先 双葉航測株式会社 
住  所 東京都●●区●● 
上記の者は道路法第６６条第１項の規定により道路に関する 

調査等のため他人の土地に立ち入ることができる者であることを証する。 

 

交付 平成●年●月●日    有効期限 平成●年●月●日 

 

道路管理者 中野区長  

  

                

※ ２班で道路の北からと南から 
    の調査を進めていきます 

     昭和●年●月●日生  ●中都西●●●号 

連絡先（まちづくりについて） 

中野区西武新宿線沿線まちづくり分野 

：03－3228－5449 電話 

担当 ：桐生・諏訪部 

調査体制 

見
本 



7月 8月 9月 10月 11月 12月 ２月 

現地の把握 

基準点の設置 

高さの調査 

道路や建物位置の把握 調査の概ね２週間
前にチラシを配布
いたします 

調査の作業工程 



補２２７
の位置の
把握 

都立家政の 
まちづくりの検討 

ま
ち
づ
く
り 

の
流
れ 

事業・
測量 
説明会 

調
査 

の
流
れ 

現況 
調査 
説明会 

事
業
着
手 

ま
で
の
流
れ 

事業着手 

平成２９年度～   平成３２年度 
      以降 

反
映 

まちづくり
整備方針の
策定 

補227沿道 
まちづくりの
ルール作り 

用地測量 
の実施 

今後のスケジュール（予定） 



ご清聴ありがとうございました 

今後とも皆様のご理解と 
ご協力をお願いいたします 

 


